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＜連結財務諸表監査＞ 

監査意見 

 当監査法人は、富国生命保険相互会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結

会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算

書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結基金等変動計算書、連結財務諸表の作成方針及び

その他の注記について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、富国生命保険相互会社及び連結子法人等の2026年３月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影

響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子法

人等から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査上の主要な検討事項 

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が

職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連

結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、

当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

 

連結財務諸表についての監査人の監査報告書謄本（※） 

※当社は、連結財務諸表の監査の透明性を高める観点から、任意で「監査上の主要な検討事項」の報告を受けております。 

 



個人保険及び個人年金保険に係る責任準備金の計上額の妥当性 

（監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由） 

 富国生命保険相互会社の連結財務諸表において、責任準備金 7,852,920百万円が計上さ

れており、負債の部の合計額の 90.1％を占めている。 

連結貸借対照表注記１.(13)に記載されているとおり、責任準備金は、保険契約上の責

任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるた

め、保険業法第 116条第１項に基づき、「保険料及び責任準備金の算出方法書」(保険業

法第４条第２項第４号)に記載された方法に従って計算され、積み立てられている。 

また、算出方法書の計算前提（予定発生率・予定利率等）に基づく将来の予定キャッシ

ュ・フローの見積りが、直近の実績と乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来

すおそれがあると認められる場合には、保険業法施行規則第 69条第５項に基づき、追加

の責任準備金を計上している。 

責任準備金の積立水準の十分性については、保険業法第 121 条第１項及び保険業法施

行規則第 80条に基づき保険計理人が将来収支分析を行い確認している。 

責任準備金は金額的重要性が高く、その中でも個人保険及び個人年金保険に係る責任

準備金は長期にわたる保険契約を含む将来の発生保険金等を保険数理に基づいて計算さ

れているものであり、その計算過程は複雑で専門性を有することから、当監査法人は、個

人保険及び個人年金保険に係る責任準備金の計上額の妥当性を、監査上の主要な検討事

項に該当すると判断した。 

（監査上の対応） 

 当監査法人は、個人保険及び個人年金保険に係る責任準備金の計上額の妥当性を検討

するため、主として以下の監査手続を実施した。責任準備金は保険数理に基づいて ITシ

ステムで自動計算されていることから、監査手続の実施にあたっては保険数理の専門家

であるアクチュアリー及び ITの専門家を関与させた。なお、ITの内部専門家は、関連

するシステムのアクセス管理、変更管理、運用管理等の IT 全般統制の評価を行って

いる。 

(1) 責任準備金の計算対象の網羅性 

・契約管理システムから責任準備金計算システムへ計算対象契約が自動抽出及び自動連

携される仕組みに関し、IT の内部専門家を関与させ、自動化された情報処理統制の整備

及び運用状況を評価した。 

・契約管理システムから責任準備金計算システムに取り込まれた有効契約データが、漏

れなく責任準備金の計算対象となっているかを確かめた。 

(2) 責任準備金の計算の正確性 

・新たに販売された商品の保険契約について、保険数理の内部専門家であるアクチュア

リーにより責任準備金の再計算を実施した。 

・既存の商品の保険契約について、主契約・特約種類ごとに分析的実証手続を実施した。 

 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、監査した連結財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、連結

財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。 



 当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す

るいかなる作業も実施していない。 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、保険業法第110条第２項の規定に基づき、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項

を開示する責任がある。 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監

査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表



の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し

ているかどうかを評価する。 

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子法人等の財務情報に関す

る十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監

査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水

準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の

監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書に

おいて記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限

定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を

記載しない。 

 

＜内部統制監査＞ 

監査意見 

 当監査法人は、富国生命保険相互会社の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結基金等変動計算書、

連結財務諸表の作成方針及びその他の注記を財務報告とした富国生命保険相互会社の2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 

当監査法人は、富国生命保険相互会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制

は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価

結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監

査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子法人等から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

 



内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正

妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成

し適正に表示することにある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証

することにある。 

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見す

ることができない可能性がある。 

 

内部統制監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の

立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査

の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持して以下を実施する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手

するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務

報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記

載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な

監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告

書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、

内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び

内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水

準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社及び連結子法人等と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 



 

 

連結財務諸表の作成方針 

 2025年度  

( 
2025年 4 月 1 日から 

2026年 3 月 31日まで ) 

1.連結の範囲に関する

事項 

連結される子会社及び子法人等数  6社 

    富国生命投資顧問株式会社 

    フコクしんらい生命保険株式会社 

  フコク情報システム株式会社 

    富国生命インターナショナル(英国)株式会社 

    富国生命インターナショナル(米国)株式会社 

富国生命インベストメント(シンガポール)株式会社 

  主要な非連結の子会社及び子法人等は、富国ビジネスサービス株式会社

であります。 

  非連結の子会社及び子法人等 4 社については、総資産、売上高、当期純

損益及び剰余金の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業

集団の財政状態と経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性

が乏しいため、連結の範囲から除いております。 

2.持分法の適用に関す

る事項 

(1)非連結の子会社及び子法人等(富国ビジネスサービス株式会社他)につ

いては、それぞれ連結当期純損益及び連結剰余金に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないので、持分法を適用しておりませ

ん。 

(2)関連法人等はありません。 

3.連結される子会社及

び子法人等の事業年

度等に関する事項 

  連結される子会社及び子法人等のうち、在外子会社の決算日は 12 月 31

日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の決算財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 



（単位：百万円）

科          目 金     額 科          目 金     額

( 資   産   の   部 ) ( 負   債   の   部 )

180,950 7,955,068

313,000 29,530

25,317 7,852,920

8,599,975 72,326

346,946 290

264,458 295

土 地 153,047 42

建 物 102,697 308,480

リ ー ス 資 産 932 89,131

建 設 仮 勘 定 1,682 8,265

その他の有形固定資産 6,098 209,859

36,672 131,409

ソ フ ト ウ ェ ア 17,206 14,596

リ ー ス 資 産 1,950 負債の部 合計 8,717,149

その他の無形固定資産 17,515 ( 純　資　産　の　部 )

0 8,000

96 128,000

59,453 112

38,360 233,188

9,995 369,300

△ 607 739,352

4,017

770

36,470

780,610

7,560

純資産の部 合計 1,157,470

資産の部 合計 9,874,620 負債及び純資産の部 合計 9,874,620

非 支 配 株 主 持 分

土 地 再 評 価 差 額 金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益累計額合計

為 替 換 算 調 整 勘 定

代 理 店 貸

退 職 給 付 に 係 る 資 産

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産

その他有価証券評価差額金

基 金 償 却 積 立 金

基 金

そ の 他 資 産

代 理 店 借

再 保 険 借

再評価に係る繰延税金負債

そ の 他 負 債

価 格 変 動 準 備 金

有 形 固 定 資 産

退 職 給 付 に 係 る 負 債

コ ー ル ロ ー ン

社 員 配 当 準 備 金

金 銭 の 信 託

契 約 者 配 当 準 備 金

責 任 準 備 金

貸 付 金

現 金 及 び 預 貯 金

有 価 証 券

再 保 険 貸

社 債

繰 延 税 金 負 債

基 金 等 合 計

再 評 価 積 立 金

連 結 剰 余 金

保 険 契 約 準 備 金

支 払 備 金

( 2026 年 3 月 31 日現在 ) 連結貸借対照表2025年度



(連結貸借対照表の注記) 
 
1.( 1 ) 有価証券(現金及び預貯金･買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において

信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売
却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額
法)、｢保険業における｢責任準備金対応債券｣に関する当面の会計上及び監査上の取扱い｣(平成 12
年 11 月 16 日 日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号)に基づく責任準備金対応債券
については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式(保険業法第 2
条第 12項に規定する子会社及び保険業法施行令第 13条の 5の 2第 3項に規定する子法人等のう
ち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう)については移動平均法による原価
法、その他有価証券については 3 月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平
均法、取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む)については移動平均法によ
る償却原価法(定額法)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法)によ
っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して
おります。 

 
( 2 ) デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 
 
( 3 ) 土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税金負
債｣として負債の部に計上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産の部に計
上しております。 
再評価を行った年月日  2002 年 3 月 31 日 
同法律第 3 条第 3 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に
定める固定資産税評価額及び同条第 4 号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って
算出 

 
( 4 ) 当社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

･有形固定資産(リース資産を除く) 
定率法(ただし、1998 年 4月 1 日以降に取得した建物(2016 年 3 月 31 日以前に取得した附属設
備、構築物を除く)については定額法)を採用しております。 

･所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が 10 万円以上 20 万円未満のものについては、3 年
間で均等償却を行っております。 
 

( 5 ) 外貨建資産･負債(子会社及び関連会社株式は除く)は、決算日の為替相場により円換算しております。
なお、子会社及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

 
( 6 ) 当社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却･引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。破産手続開始、民事再生手続開始等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
(以下｢破綻先｣という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下｢実質破綻
先｣という)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除した残額に対し、同額を計上しております。また、現状、経営破
綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下｢破綻懸念
先｣という)に対する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し
た残額に対し、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以
外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗
じた額を計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行ってお
ります。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から担保の評価額及び保証等によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額表示
しており、その減額した額は 1 百万円であります。 
 

 
 
 

 



( 7 ) 退職給付に係る負債及び資産は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見
込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。 
退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。 

退職給付見込額の期間帰属方法   給付算定式基準 
数理計算上の差異の処理年数        10 年 
過去勤務費用の処理年数          10 年 
 

( 8 ) 価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。 
 
( 9 ) ヘッジ会計の方法は、｢金融商品に関する会計基準｣(2019 年 7 月 4 日 企業会計基準第 10 号)に従

い、主に、当社の発行する外貨建社債に対する為替変動リスクのヘッジとして通貨スワップの振
当処理を行っております。 
なお、ヘッジの有効性の判定には、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動又はキャッシュ･
フロー変動を比較する比率分析によっております。 

 
(10) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象

外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し 5 年間で均等償
却し、繰延消費税等以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。 

 
(11) 初回保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該

収納した金額により計上しております。 
また、2 回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上しております。 
なお、収納した保険料のうち、当連結会計年度末時点において未経過となっている期間に対応す
る部分については、保険業法第 116 条及び保険業法施行規則第 69 条第 1 項第 2 号に基づき、責
任準備金に積み立てております。 
団体年金保険の受管に係る保険料は、受管時に、収受した責任準備金相当額により計上しており
ます。 

 
(12) 保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて

算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 
なお、保険業法第 117 条及び保険業法施行規則第 72 条に基づき、当連結会計年度末時点におい
て支払義務が発生したもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に
発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、
支払備金を積み立てております。 
まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められる保険金等(以下
｢既発生未報告支払備金｣という。)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施
設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下｢みなし入院｣という。)等に入院給付
金等を支払う特別取扱を 2023 年 5 月 8 日以降終了したことにより、平成 10 年大蔵省告示第 234 
号(以下｢ＩＢＮＲ 告示｣という。)第 1 条第 1 項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出す
ることができないことから、ＩＢＮＲ告示第 1 条第 1 項ただし書の規定に基づき、以下の方法に
より算出した額を計上しております。 

(計算方法の概要) 
ＩＢＮＲ告示第 1条第 1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要
額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、ＩＢＮＲ告示第 1 条第 1
項本則と同様の方法により算出しております。 

団体年金保険の移管に係る保険金等支払金は、移管時に、移管先に支出した責任準備金相当額に
より計上しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13) 当連結会計年度末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基
づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第 116 条第 1 項に基づき、保険料及び責任
準備金の算出方法書(保険業法第 4 条第 2 項第 4 号)に記載された方法に従って計算し、責任準備
金を積み立てております。 
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 

①標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成 8 年大蔵省告示第 48
号) 

②標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 
保険業法施行規則第 69 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により積み立てられた責任準備金で
は、算出方法書の計算前提(予定発生率･予定利率等)に基づく将来の予定キャッシュ･フローの見
積りが、直近の実績と乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認め
られる場合には、保険業法施行規則第 69 条第 5 項の規定に基づき追加の責任準備金を計上する
必要があります。この規定に基づき以下を積み立てております。 
･予定利率が 5.00%以上の個人年金保険契約のうち年金支払を開始している契約(妻年金保険買増
特約を除く)について予定利率を 1.00%に引き下げて追加して責任準備金を積み立てております。
当連結会計年度末における残高は 63,784 百万円であります。 

･予定利率が 5.00%以上の終身保険契約のうち保険料払込満了を迎えた契約(払済保険または延長
保険に変更した契約、一時払契約及び保険料払込免除後契約を除く)について予定利率を 1.00%
に引き下げて追加して責任準備金を積み立てております。当連結会計年度末における残高は
102,825 百万円であります。 

･新がん特約及び高度先進医療特約のそれぞれ一部の契約についても追加して責任準備金を積み
立てております。これらの当連結会計年度末における残高は 102 百万円であります。 

    なお、責任準備金の積立てについては、保険業法第 121 条第 1 項及び保険業法施行規則第 80 条
に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が
確認しております。 
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第 116 条及び保険業法施行規則第 69 条第 1
項第 3 号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる
危険に備えて積み立てております。 

 
(14) 無形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

･ソフトウェア 
利用可能期間に基づく定額法を採用しております。 
･所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 
(15) 保険種類･資産運用方針等により設定した小区分に対応した債券のうち、負債に応じたデュレー

ションのコントロールを図る目的で保有するものについて、｢保険業における｢責任準備金対応債
券｣に関する当面の会計上及び監査上の取扱い｣(平成 12 年 11 月 16 日 日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第 21 号)に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 
なお、小区分は次のとおり設定しております。 

①当社 
ア.個人保険及び個人年金保険のうち次の保険契約 
･1983 年 4 月から 1993 年 3月に締結された終身保険のうち保険料払込満了後の契約(払済
保険又は延長保険に変更した契約、一時払契約及び保険料払込免除後契約を除く)におい
ては、当連結会計年度末の年齢が 75 歳以下の契約 

･1981 年 5 月から 1993 年 3月に締結された個人年金保険のうち年金支払開始後の契約(妻
年金保険買増特約及び確定年金を除く)においては、当連結会計年度末の年齢が 70 歳以下
の契約 

･1996 年 4 月 2 日から 2013年 4 月 1 日に締結された終身保険、積立型介護保険及び新積立
型介護保険契約(延長保険に変更した契約及び 2003年 8 月 1 日から 2013 年 4月 1 日に締
結した終身保険(一時払契約)を除く) 

･2001 年 4 月 2 日以降に締結された個人年金保険契約(災害死亡給付金付個人年金保険(一
時払契約)を除く) 

イ.団体年金保険契約(有期利率保証型確定拠出年金保険契約を除く) 
②フコクしんらい生命保険株式会社 
ア.個人年金(災害給付)区分における 3 年ごと利差配当付災害死亡給付金付個人年金保険の

一時払契約 
イ.個人保険(利差配当)区分における 5 年ごと利差配当付終身保険の一時払契約 
ウ.個人保険(利率更改型)区分における利率更改型一時払終身保険 

 
 



2. 当連結会計年度末までに公表されているものの、適用されていない主な会計基準等は次のとおりであ
ります。｢リースに関する会計基準｣(2024 年 9 月 13 日 企業会計基準第 34 号)及び｢リースに関する会
計基準の適用指針｣(2024 年 9 月 13 日 企業会計基準適用指針第 33 号)等の公表により、リースに関す
る会計処理等が改正されることになります。 
強制適用は 2027 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度の期首からであり、2027 年度の期首から適用
する予定であります。 
当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。 

 
3. 金融商品の状況に関する事項は、次のとおりであります。 

当社の保険業法第 118 条第 1 項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、生命保
険事業の公共性や社会性を考慮して、安全かつ有利を基本原則としております。この方針に基づき、
流動性を確保しつつ中長期的な視点から資金を配分しており、具体的には、ＡＬＭ(資産･負債の総合
管理)の観点から、公社債や貸付金等の円金利資産を柱に据え、それを補完し、収益性の向上を図る
ために、許容されるリスクの範囲内で外国証券や株式、不動産といった資産への分散投資を行ってお
ります。また、デリバティブについては、主として現物資産及び負債に係る市場リスクのヘッジを目
的に活用しております。 
なお、主な金融商品である有価証券、貸付金及びデリバティブ取引は、それぞれ市場リスク及び信用
リスクに晒されております。 
資産運用リスクの管理にあたっては、取締役会が定めた統合的リスク管理に係る基本 3 規程に則った
諸規程を定め、管理体制を整備し運営しております。具体的には、資産運用リスク管理部門が市場リ
スクや信用リスク等の状況を定期的に把握･監視しながら、資産運用部門への牽制機能を働かせるこ
とにより、基本原則を逸脱する過度なリスクを排除し、資産の安全性を確保しております。なお、市
場リスクと信用リスクに関しＶａＲを用いてリスク量を算出し、保有資産から生じる可能性のある最
大損失額を一定の範囲内に抑えるというコントロール方法を採用しております。 
 

4. 金融商品の時価等に関する事項は、次のとおりであります。 
なお、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品については、注記を省略しており
ます。 
 
主な金融資産及び金融負債に係る連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注 1) 非上場株式等の市場価格のない株式等については、有価証券に含めておりません。 

当該非上場株式等の当連結会計年度末における連結貸借対照表価額は、9,038百万円であります。 

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

 金銭の信託 24,317 24,317 － 

 売買目的有価証券 24,317 24,317 － 

 有価証券 8,513,984 7,989,298 △ 524,686 

 売買目的有価証券 127,076 127,076 － 

 満期保有目的の債券 1,118,524 1,073,207 △ 45,317 

 責任準備金対応債券 2,461,023 1,981,654 △ 479,368 

 その他有価証券 4,807,359 4,807,359 － 

 貸付金 346,795 342,871 △ 3,923 

 保険約款貸付 45,809 

 一般貸付 301,337 

 貸倒引当金(*1) △ 351 

資産計 8,885,097 8,356,487 △ 528,609 

 社債(*2) 308,480 287,151 △ 21,328 

負債計 308,480 287,151 △ 21,328 

 金融派生商品(*3) △ 414 △ 414 － 

 ヘッジ会計が適用されていないもの △ 414 △ 414 － 
(*1)貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(*2)通貨スワップの振当処理を適用しているデリバティブ取引については、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されて

　　いるため、その時価は、社債に含めて記載しております。

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権･債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示

　　しております。



 
(注 2) 組合出資金等については、｢時価の算定に関する会計基準の適用指針｣(2021 年 6 月 17 日 企業会

計基準適用指針第 31 号。以下｢時価算定会計基準適用指針｣という。)第 24-16 項に基づき、有価
証券に含めておりません。 
当該組合出資金等の当連結会計年度末における連結貸借対照表価額は 76,953 百万円であります。 

 
(注 3) 時価算定会計基準適用指針第 24-9 項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託

については、有価証券に含めております。 
 
5. 主な金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項は、次のとおりであります。 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つの
レベルに分類しております。 
レベル 1の時価 :同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価 
レベル 2 の時価 :レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定

した時価 
レベル 3 の時価 :重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。 

 
( 1 ) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 時価算定会計基準適用指針第 24-9 項の取扱いを適用した投資信託財産が不動産である投資信託
については、本計数の残高には含めておりません。 
当該投資信託の当連結会計年度末における連結貸借対照表価額は 11,059 百万円であります。 
また、当該投資信託の期首残高から期末残高への調整表は次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

 金銭の信託 － 24,317 － 24,317 

 売買目的有価証券 － 24,317 － 24,317 

 有価証券 3,099,834 1,800,025 23,516 4,923,376 

 売買目的有価証券 109,456 17,619 － 127,076 

 その他有価証券 2,990,377 1,782,406 23,516 4,796,299 

 国債 945,696 － － 945,696 

 地方債 － 82,661 － 82,661 

 社債 － 597,467 － 597,467 

 株式 1,220,076 － － 1,220,076 

 外国証券 755,425 954,473 23,516 1,733,415 

 その他の証券 69,179 147,802 － 216,981 

資産計 3,099,834 1,824,343 23,516 4,947,693 

 デリバティブ取引(*1) － △ 414 － △ 414

 通貨関連 － △ 414 － △ 414
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権･債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示して

　　おります。

区分
時　価

（単位：百万円）

期首残高 10,302 

261 

 その他の包括利益に計上(*1) 261 

  購入、売却及び償還 496 

 購入 500 

 償還 △ 3 

期末残高 11,059 
(*1)連結包括利益計算書の｢その他の包括利益｣の「その他有価証券評価差額

    金」に含まれております。

  当連結会計年度の損益
　又はその他の包括利益



( 2 ) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3 ) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 
 
ア.有価証券(預貯金･買入金銭債権のうち｢金融商品に関する会計基準｣(2019年 7月 4日 企業会計基

準第 10 号)に基づく有価証券として取扱うものを含む) 
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル 1 の時価に分
類しております。主に上場株式、国債(それぞれ一部外国証券を含む)がこれに含まれます。公表され
た相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2 の時価に分類しております。主
に地方債、社債(それぞれ一部外国証券を含む)がこれに含まれます。相場価格が入手できない場合に
は、主に情報ベンダー、取引先金融機関等の第三者から入手した価格につき、会計基準に従って算定
されたものであると判断の上、当該価格を時価の算定に用いております。算定にあたり重要な観察で
きないインプットを用いている場合には、レベル 3 の時価に分類しております。 

 
イ.金銭の信託 

金銭の信託については、原則として、信託財産である有価証券を｢有価証券｣と同様の方法により算定
した価額をもって時価としており、レベル 2に分類しております。 

 
ウ.貸付金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、
返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価
額を時価としております。 
一般貸付のうち、変動金利貸付の時価については、将来キャッシュ･フローに市場金利が短期間で反
映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額をもって時価としております。
一方、固定金利貸付の時価については、主に、将来キャッシュ･フローを現在価値へ割り引いた価格
を時価の算定に用いております。 
なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸
倒見積高を控除した額を時価としております。 
時価算定において、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル 3の時価に分類して
おります。 
 

エ.社債 
当社の発行する社債については、｢有価証券｣と同様の方法により算定した価額をもって時価としてお
り、レベル 2に分類しております。 

 
 
 
 

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

 有価証券 2,507,521 547,340 － 3,054,862 

 満期保有目的の債券 926,305 146,902 － 1,073,207 

 国債 926,305 － － 926,305 

 地方債 － 76,776 － 76,776 

 社債 － 70,125 － 70,125 

 責任準備金対応債券 1,581,216 400,438 － 1,981,654 

 国債 1,581,216 － － 1,581,216 

 地方債 － 75,326 － 75,326 

 社債 － 325,112 － 325,112 

 貸付金 － － 342,871 342,871 

 保険約款貸付 － － 45,809 45,809 

 一般貸付 － － 297,062 297,062 

資産計 2,507,521 547,340 342,871 3,397,733 

 社債 － 287,151 － 287,151 

負債計 － 287,151 － 287,151 

区分
時　価



オ.デリバティブ取引 
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル 1 の
時価に分類しており、主に先物、オプションの取引所取引がこれに含まれます。ただし、大部分のデ
リバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、主に情報ベンダー、取引
先金融機関等の第三者から入手した価格につき、会計基準に従って算定されたものであると判断の上、
当該価格を時価の算定に用いております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重
要でない場合はレベル 2 の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合は
レベル 3 の時価に分類しております。 

 
( 4 ) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル 3の時価に関する

情報 
 

ア.重要な観察できないインプットに関する定量的情報 
当社は時価の算定にあたって、第三者から入手した相場価格を調整せずに使用しており、当社自身が
観察できないインプットを推計していないため、記載を省略しております。 

 
イ.期首残高から期末残高への調整表、当連結会計年度の損益に認識した評価損益 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ.時価の評価プロセスの説明 
当社は資産管理部門にて時価の算定に関する方針及び手続の策定、ならびに時価の算定を行っており
ます。算定された時価は、リスク管理部門にて、当該方針及び手続に準拠しているか妥当性を検証し
ております。 
時価の算定にあたっては、第三者から入手した相場価格につき、別の第三者から入手した相場価格と
の比較、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な
方法により価格の妥当性を検証しております。 

 
エ.重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

当社は時価の算定にあたって、第三者から入手した相場価格を調整せずに使用しており、当社自身が
観察できないインプットを推計していないため、記載を省略しております。 

 
6. 当社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル等を有しており、当連結会計年度末に

おける当該賃貸等不動産の連結貸借対照表価額は 209,212 百万円、時価は 400,708百万円であります。
なお、時価の算定にあたっては、主として｢不動産鑑定評価基準｣に基づいて自社で算定した金額(指
標等を用いて調整を行ったものを含む。)によっております。 
また、賃貸等不動産の連結貸借対照表価額に含まれている資産除去債務に対応する額は 1,482 百万円
であります。 

 
7.  消費貸借契約により貸し付けている有価証券の連結貸借対照表価額は 483,448 百万円であります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）
有価証券

その他有価証券
外国証券

期首残高 24,304 24,304 

△ 788 △ 788 

 損益に計上(*1) △ 10 △ 10 

 その他の包括利益に計上(*2) △ 777 △ 777 

期末残高 23,516 23,516 
(*1)連結損益計算書の｢資産運用収益｣及び｢資産運用費用｣に含まれております。

(*2)連結包括利益計算書の｢その他の包括利益｣の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

  当連結会計年度の損益
　又はその他の包括利益

合計



8. 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件緩
和債権の額は、595 百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のとおりであります。 
債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は 212 百万円であります。 
上記取立不能見込額の直接減額は、1 百万円であります。 
なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の
申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権でありま
す。 
債権のうち、危険債権額は 187 百万円であります。 
なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及び
これらに準ずる債権に該当しない債権であります。 
債権のうち、三月以上延滞債権額はありません。 
なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延
滞している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。 
債権のうち、貸付条件緩和債権額は 196 百万円であります。 
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 
9. 有形固定資産の減価償却累計額は 195,168 百万円であります。 

 
10. 特別勘定の資産の額は 132,705 百万円であります。 

なお、負債の額も同額であります。 
 
11. 非連結の子会社等に対する金銭債権の総額は 2,885百万円、金銭債務の総額は 228百万円であります。 
 
12. 繰延税金資産の総額は 203,016 百万円、繰延税金負債の総額は 319,584 百万円であります。繰延税金

資産のうち評価性引当額として控除した額は 4,846 百万円であります。 
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金 126,432 百万円、価格変動準備金 60,712 百
万円及び退職給付に係る負債 3,846 百万円であります。 
繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券の評価差額 300,307 百万円であります。 
当社の当連結会計年度における法定実効税率は 28.0%であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法
人税等の負担率 15.1%との間の差異の主要な内訳は、社員配当準備金△12.6%であります。 

 
13. 社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度期首現在高 64,117 百万円 

前連結会計年度剰余金よりの繰入額 46,273 百万円 

当連結会計年度社員配当金支払額 38,322 百万円 
利息による増加等 258 百万円 
当連結会計年度末現在高 72,326 百万円 

 
14. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度期首現在高 291 百万円 

当連結会計年度契約者配当金支払額 163 百万円 

利息による増加等 0 百万円 
契約者配当準備金繰入額 162 百万円 
当連結会計年度末現在高 290 百万円 

 
15. 非連結の子会社等の株式は 404 百万円であります。 

 
16. 担保に供されている資産の額は、有価証券 108,723 百万円であります。 

また、担保付き債務の額は 6,057 百万円であります。 
 

17. 保険業法施行規則第 73 条第 3 項において準用する同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した部
分に相当する支払備金(以下｢出再支払備金｣という。)の金額は 19 百万円であり、同規則第 71 条第 1
項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金(以下｢出再責任準備金｣という。)の金額は 29
百万円であります。 

 
18. 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は 6,723 百万円であります。 
 



19. 社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 
 
20. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

( 1 )採用している退職給付制度の概要 
当社及び連結子会社は、内務職員については、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度
及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設
けております。 
営業職員については、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 
なお、営業職員の退職一時金制度には、退職給付信託が設定されております。 
当社の一部の退職一時金制度及び一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を
採用しております。 

 
( 2 )確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 76,101 百万円 

勤務費用 3,186 百万円 

利息費用 1,205 百万円 

数理計算上の差異の発生額 

退職給付の支払額 

△ 12,736 百万円 

 △ 3,671 百万円 

期末における退職給付債務    64,085 百万円 

 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産 80,840 百万円 

期待運用収益 1,377 百万円 

数理計算上の差異の発生額 13,049 百万円 

事業主からの拠出額 806 百万円 

退職給付の支払額  △ 1,899 百万円 

その他      5 百万円 

期末における年金資産    94,180 百万円 

 

③退職給付債務及び年金資産と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の 

調整表 

積立型制度の退職給付債務 55,820 百万円 

年金資産 △ 94,180 百万円 

 △ 38,360 百万円 

非積立型制度の退職給付債務    8,265 百万円 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 30,094 百万円 

退職給付に係る負債 8,265 百万円 

退職給付に係る資産 △ 38,360 百万円 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 30,094 百万円 

 

④退職給付に関連する損益 

勤務費用 3,186 百万円 

利息費用 1,205 百万円 

期待運用収益 △ 1,377 百万円 

数理計算上の差異の費用処理額 △ 1,455 百万円 

過去勤務費用の費用処理額 △ 687 百万円 

その他     △ 5 百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用      865 百万円 

 

⑤退職給付に係る調整額 

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。 

数理計算上の差異 24,330 百万円 

過去勤務費用   △ 687 百万円 

合計 △ 23,643 百万円 



⑥退職給付に係る調整累計額 

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。 

未認識数理計算上の差異 46,143 百万円 

未認識過去勤務費用     5,172 百万円 

合計    51,315 百万円 

 

⑦年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

国内株式 54.2 % 

生命保険一般勘定 25.1 % 

外国株式 8.2 % 

国内債券 8.1 % 

外国債券 2.8 % 

共同運用資産   1.7 % 

合計 100.0 % 

年金資産合計には、営業職員の退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が 46.6%含ま
れております。 
 

⑧長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年

金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しておりま

す。 

 

⑨数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。 

割引率 3.3 % 

長期期待運用収益率  

 確定給付企業年金 3.0 % 

 退職給付信託 0.0 % 
 
( 3 )確定拠出制度 

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は 393 百万円であります。 



(連結損益計算書) （単位：百万円）

科               目 金               額

経    常    収    益 1,216,663

773,750

429,661

248,914

1,510

147,800
5,748
2,042
2,483

21,160
13,251

経    常    費    用 1,055,216

641,597

102,121

239,868

142,115

121,995

35,496

138,660
138,402

258
0

117,862

5,451

3

77,477

6

3,938

105

5,972

24,907

127,130
29,965

経    常    利    益 161,447
特    別    利    益 0

0
特    別    損    失 6,205

307

17

4,178

1,701

162

155,079

27,692

△ 4,212

23,479

131,599

297

131,301

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

親 会 社 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

法 人 税 及 び 住 民 税 等

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 剰 余

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 剰 余

減 損 損 失

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余

職 員 還 元 特 別 費 用

固 定 資 産 等 処 分 益

固 定 資 産 等 処 分 損

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

金 融 派 生 商 品 費 用

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

年 金

給 付 金

金 銭 の 信 託 運 用 益

為 替 差 益

保 険 料 等 収 入

資 産 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

保 険 金 等 支 払 金

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

責 任 準 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金 等

支 払 利 息

そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

保 険 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

2025 年 4 月 1 日から
2026 年 3 月 31 日まで

連結損益計算書及び連結包括利益計算書( )2025年度



(連結損益計算書の注記) 
 
1. 非連結の子会社等との取引による収益の総額は 80百万円、費用の総額は 1,710 百万円であります。 
 
2. 支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は 20 百万円、責任準備金繰入額

の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は 1百万円であります。 



 (連結包括利益計算書) （単位：百万円）

科               目 金               額

131,599

238,109

221,166

140

16,803

369,709

369,669

39

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

当 期 純 剰 余

非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

退 職 給 付 に 係 る 調 整 額

包 括 利 益

そ の 他 の 包 括 利 益



 
(連結包括利益計算書の注記) 

 
1. その他の包括利益の内訳 
 

その他有価証券評価差額金: 
当期発生額  391,892 百万円 
組替調整額  △ 80,802 百万円 

 税効果調整前 311,090 百万円 
 税効果額 △ 89,924 百万円 

その他有価証券評価差額金   221,166 百万円 
   
為替換算調整勘定: 
当期発生額  140 百万円 
組替調整額              －  

 税効果調整前 140 百万円 
 税効果額             － 

為替換算調整勘定       140 百万円 
   
退職給付に係る調整額: 
当期発生額  25,785 百万円 
組替調整額   △ 2,142 百万円 

 税効果調整前 23,643 百万円 
 税効果額  △ 6,839 百万円 

退職給付に係る調整額    16,803 百万円 

     

その他の包括利益合計   238,109 百万円 

 



科　　　　　目 金　　額

営業活動によるキャッシュ･フロー
税金等調整前当期純剰余(△は損失) 155,079
賃貸用不動産等減価償却費 5,972
減価償却費 11,491
減損損失 17
支払備金の増減額(△は減少) △ 574
責任準備金の増減額(△は減少) 138,402
社員配当準備金積立利息繰入額 258
契約者配当準備金積立利息繰入額 0
契約者配当準備金繰入額 162
貸倒引当金の増減額(△は減少) 98
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 1,712
価格変動準備金の増減額(△は減少) 4,178
利息及び配当金等収入 △ 248,914
有価証券関係損益(△は益) △ 94,794
支払利息 5,451
為替差損益(△は益) △ 2,051
有形固定資産関係損益(△は益) 264
代理店貸の増減額(△は増加) 0
再保険貸の増減額(△は増加) 23

△ 3
代理店借の増減額(△は減少) △ 212
再保険借の増減額(△は減少) △ 5

5,425
その他 32,901

小　　　計 11,458
利息及び配当金等の受取額 224,215
利息の支払額 △ 5,433
社員配当金の支払額 △ 38,322
契約者配当金の支払額 △ 163
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 6,114

営業活動によるキャッシュ･フロー 185,640
投資活動によるキャッシュ･フロー

預貯金の純増減額(△は増加) △ 2,841
 有価証券の取得による支出 △ 1,474,612
 有価証券の売却･償還による収入 1,327,381
 貸付けによる支出 △ 58,004
 貸付金の回収による収入 168,407
 金融派生商品の決済による収支(純額) 9,948

その他 △ 9,888
資産運用活動計 △ 39,609

(営業活動及び資産運用活動計) ( 146,031 )
 有形固定資産の取得による支出 △ 9,661
 有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △ 18,940
投資活動によるキャッシュ･フロー △ 68,210

財務活動によるキャッシュ･フロー
社債の発行による収入 102,013
社債の償還による支出 △ 62,065
基金利息の支払額 △ 129
非支配株主への配当金の支払額 △ 66
リース債務の返済による支出 △ 894

財務活動によるキャッシュ･フロー 38,857
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 620
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 155,666
現金及び現金同等物期首残高 321,312
現金及び現金同等物期末残高 476,979

（単位：百万円）

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

2025年 4 月 1 日 から
2026年 3 月 31 日 まで

2025年度 ( ) 連結キャッシュ･フロー計算書



(連結キャッシュ･フロー計算書の注記) 
 
1. 現金及び現金同等物の範囲は、｢現金｣｢振替口座の預り金｣｢当座預金｣｢普通預金｣｢通知預金｣｢満期･償

還までの期間が取得日から 3ヵ月以内の定期預金｣｢満期･償還までの期間が取得日から 3ヵ月以内の外
貨預金｣｢満期･償還までの期間が取得日から 3 ヵ月以内の譲渡性預金｣｢コールローン｣｢満期･償還まで
の期間が取得日から 3 ヵ月以内の買入金銭債権｣であります。 

 
2. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表上に記載されている科目別の内訳は次のとおりであ

ります。 
現金及び預貯金勘定 180,950 百万円 
コールローン勘定 313,000 百万円 
満期･償還までの期間が取得日から 3 ヵ月を超える定期預金 △ 15,080 百万円 
満期･償還までの期間が取得日から 3 ヵ月を超える外貨預金 △ 1,891 百万円 
現金及び現金同等物 476,979 百万円 

 



(単位：百万円)

基　　　　　金　　　　　等 そ　の　他　の　包　括　利　益　累　計　額

当期首残高 8,000 128,000 112 148,280 284,393 517,928 4,025 629 19,667 542,251 7,587 834,231

当期変動額

社員配当準備金の積立 △ 46,273 △ 46,273 △ 46,273

基金利息の支払 △ 129 △ 129 △ 129

親会社に帰属する
当期純剰余

131,301 131,301 131,301

土地再評価差額金の取崩 8 8 8

基金等以外の項目の
当期変動額(純額)

221,424 △ 8 140 16,803 238,358 △ 27 238,331

－ － － 84,907 84,907 221,424 △ 8 140 16,803 238,358 △ 27 323,239

当期末残高 8,000 128,000 112 233,188 369,300 739,352 4,017 770 36,470 780,610 7,560 1,157,470

その他の
包括利益

累計額合計

当期変動額合計

非支配株主
持分

純資産合計

基金
基金償却
積立金

再評価
積立金

連結剰余金 基金等合計

その他
有価証券

評価
差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

2025 年 4 月 1 日から
2026 年 3 月 31 日まで

2025年度 ( ) 連結基金等変動計算書



 

 

内 部 統 制 報 告 書 
 

2026年 5月 18日    

 

          富国生命保険相互会社 

代表取締役社長    渡 部 毅 彦 

 

１．【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 

  代表取締役社長渡部毅彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任

を有しており、企業会計審議会の公表した｢財務報告に係る内部統制の評価及び監査

の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に 

ついて（意見書）｣に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に  

係る内部統制を整備及び運用しています。ただし、当社の財務報告とは、保険業法  

第 110 条第 2 項の規定に基づき作成した連結財務諸表、すなわち連結貸借対照表、  

連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結基金等

変動計算書、連結財務諸表の作成方針及びその他の注記のことです。   

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって  

機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、

財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する

ことができない可能性があります。 

 

２．【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 

  財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である 2026 年 3 月 31 日を 

基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務 

報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 

  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制 

（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする  

業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された 

業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点

を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、 

内部統制の有効性に関する評価を行いました。 

  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告

の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の 

信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定して 

おり、当社及び連結子会社 1 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を 

踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、  

連結子会社 5 社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、

全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。 



  

  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度

の経常収益（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結  

会計年度の連結経常収益の概ね 2/3 に達している 2 事業拠点（当社及び連結子会社  

1社）を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業

の事業目的に大きく関わる勘定科目として有価証券、一般貸付金、保険契約準備金の

他、保険契約準備金の計算に重要な影響を与える保険料等収入と保険金等支払金に 

至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点に  

かかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生 

可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが 

大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を 

勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。 

 

３．【評価結果に関する事項】 

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制

は有効であると判断しました。 

 

４．【付記事項】 

  該当事項はありません。 

 

５．【特記事項】 

  該当事項はありません。 

 

                                以 上 

 

 


